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Ｑ１　自転車は「歩道」を走行する。○か×か。
Ａ１　正解は「×」。自転車は原則「車道」を通行
　　　します。自転車は道路交通法で「軽車両」と
　　　位置付けられており、そのため、車道と歩道
　　　の区別がある道路では、車道を通行すること
　　　が原則です。
　　　ただし、道路工事や駐車車両がある場合、車
　　　道が狭いなどやむを得ないときは、安全のた
　　　め歩道を通行することができます。また、13
　　　歳未満の子どもや 70 歳以上の高齢者等は歩
　　　道を通行することができます。

Ｑ２　自転車は車道の「左側」を通行する。○か×か。
Ａ２　正解は「○」。 道路の中央から左側部分の左
　　　端に寄って通行しましょう。

Ｑ３　自転車は歩道を通行できるときがあるが、そ
　　　の場合は歩行者優先、車道寄りを徐行する。
　　　○か×か。
Ａ３　正解は「○」。「自転車及び歩行
　　　者専用標識」（右写真）があれ
　　　ば、自転車は歩道を通行するこ
　　　とができます。歩道を通行する場合は車道寄
　　　りの部分を徐行し、歩行者がいる場合はすぐ
　　　に停止できる速度で走行して、歩行者の通行
　　　を妨げるようなときには一時停止しましょう。

Ｑ４　子どもはヘルメットを着用しなければならな
　　　い。○か×か。
Ａ４　正解は「○」。13歳未満の子どもが自転車に
　　　乗るときは、保護者は子どもにヘルメットを

自転車の安全運転を考えよう
　皆さんは「自転車安全利用五則」を守れていますか。○×クイズに挑戦して、
自転車の安全利用をもう一度確認しましょう。
◆問合せ　防災安全課（市役所内線 394）

再確認！

　　　着用させる義務があります。
　　　また、子ども以外の人でも、自転車に乗ると
　　　きはヘルメットをかぶり、幼児を幼児用座席
　　　に乗せるときは幼児用ヘルメットをかぶせる
　　　ようにしましょう。

Ｑ５　自転車を利用するときの安全ルールでは、道
　　　路交通法が適用される。○か×か。
Ａ５　正解は「○」。主に次のような安全ルールが
　　　あり、なかには処罰されるものもあります。
　　　・飲酒運転の禁止
　　　　自転車も飲酒運転は禁止されています。
　　　・2人乗りの禁止
　　　　16歳以上の運転者が６歳未満の
　　　　幼児を幼児用座席に乗車させてい
　　　　る場合など、一部例外もあります。
　　　・並進の禁止
　　　　他の自転車と並んで通行することはできま
　　　　せん。
　　　・夜間はライト点灯
　　　　前照灯および尾灯、または反射器材を付け
　　　　て、自転車が分かるようにしましょう。
　　　・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
　　　　交差点での信号無視や一時停止標識がある
　　　　場所での一時不停止は交通違反です。交差
　　　　点では必ず信号を守り、周囲の安全を確認
　　　　してから進行しましょう。

その他の主な禁止事項
・ブレーキのない自転車の運転禁止
・傘を差したり、ものを持ったりしながらの運転禁止
・走行しながらの携帯電話の使用禁止
・イヤホンの使用禁止
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転
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と
し
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、
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も
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ら
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齢
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す
。
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取
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た
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。
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き
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行
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間
を
整
備
し
ま
す

　自転車と自動車を混在通行とする道路
のこと。車道内に矢印の表示や自転車の
イラストを設置します。
◆主な整備予定場所
 ・春日橋東詰交差点～日野大橋
　※一部区間で平成31年4月～利用開始　
 ・西脇市役所新庁舎周辺道路
 ・西脇大橋交差点～重春交差点
◆利用開始予定　平成 31年４月（順次）

自転車安全利用五則　○×クイズ（各1点）

西
脇
市
の
自
転
車
交
通
の

現
状
と
課
題

　自転車レーンとも呼ばれる通行帯。車
道の自転車通行空間を色分けして設置し、
視覚的に分かりやすくします。
◆主な整備予定場所
 ・羽安町交差点～市原東交差点
 ・上戸田南交差点～上野交差点
 ・小坂町交差点～西脇中央交番前交差点
 ・西脇中央交番前交差点～高田井南交差点
◆利用開始予定　平成31年11月（順次）

自転車専用通行帯整備

整備例整備例 整備例

▲詳しくはこ
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